
 

 

 

令和６年度 

 

 

事  業  計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社会福祉法人豊川市社会福祉協議会 

 

 

 

 



1 

 

■基本方針■ 

 我が国における少子高齢社会の急速な進展は、家族や地域での支え合い基盤

を脆弱なものにし、人々が抱える課題に多大なる影響を与えています。令和２

年から市民生活に影響を与えてきたコロナ禍は、社会的孤立や困窮世帯の増加

など、地域生活課題をより深刻化させる事態となりましたが、令和５年５月８

日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類感染症に移行

し、日常を取り戻しつつあります。 

 国においては、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」、「受け手」という

関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世

代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域

をともに創っていく「地域共生社会」を目指すため、令和３年４月から「重層

的支援体制整備事業」を創設しました。本会では「重層的支援体制整備事業」

を令和５年度から本格実施し、市行政とともに「断らない相談窓口」として市

民からの相談を受け止め、関係機関と連携し、必要な支援につなげています。 

 令和６年度も引き続き、複雑・多様化する地域生活課題の解決に向け、市行

政や関係機関との連携を図りながら、重層的支援体制整備事業を展開していき

ます。 

 また、第４次地域福祉計画の２年目にあたり、基本理念である「ふれあい 支

えあい 夢のある元気なまち とよかわ ～みんなでつくる地域共生社会～」

の実現に向けて、計画に掲げられた施策を着実に取り組みます。 

■重点事業■ 

１ 地域包括支援センターの体制強化 

住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、地域包括支

援センターに職員を増員し体制強化を図ります。 

 

２ 認知症地域支援推進員の体制強化 

  認知症の方やそのご家族を支援する相談業務を行うため地域包括支援セン

ターに配置している認知症地域支援推進員について、南部地域包括支援セン

ターに専従職員を配置することで体制の強化を図ります。 

 

３ フードバンク事業の実施 

生活上の困難に直面している世帯に対し、地域において自立した生活が送

れるよう無償での食料提供による支援を行います。また、地域の方々のたす

けあい意識の土壌づくりやひきこもりがちな方々の社会参加に向けた場とし

ての活用も検討していきます。 
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４ 第４次地域福祉計画と第３次中期経営計画の推進 

  地域社会を取り巻く環境の変化やそれに伴う新たな課題に対応し、さらな

る地域福祉の充実を図るために豊川市と一体的に策定した「第４次地域福祉

計画」とともに、社会情勢や制度施策の動向等を見据え、新たな課題等に対

応するため策定した「第３次中期経営計画」に掲げる施策に取り組むにあた

り、推進目標の達成に向けて相互に連携、協働しながら掲げた実施項目を計

画に沿って着実に推進します。 

 

■事業計画■ 

◆社会福祉事業◆ 

１ 法人運営事業拠点区分 

１ 法人運営事業（１００，５７７千円）※退職手当積立金を含む 

理事会・評議員会等の円滑な運営とガバナンスの強化を図るとともに、

職員研修を充実し、職員の資質向上を図ります。 

 

２ 企画・広報事業 

社協だより、ＰＲパンフレット、ＳＮＳ及びリニューアルしたホームペ

ージを活用し、本会の事業について積極的に情報発信を行い、社協事業の

認知度を高めるとともに社協会員の拡大に取り組みます。 

また、多年にわたり社会福祉の増進に寄与された功績顕著な方々に表彰

状及び感謝状を贈呈する社会福祉大会を開催します。 

 ⑴ 会員募集事業（６３０千円） 

⑵ 顕彰・表彰事業（３９１千円） 

⑶ 広報・啓発事業（２，２０４千円） 

 

２ 福祉活動事業拠点区分 

１ 福祉活動事業 

地域福祉を推進するため、２９地区の地域福祉活動推進委員会との連携、

協力を図ります。 

また、子育て中の家庭への子育てヘルパー派遣を実施します。 

⑴ 地域福祉懇談会事業（８７千円） 

⑵ 地域福祉活動推進委員会助成金事業（７，２７５千円） 

⑶ 地域福祉活動推進委員会連絡会事業（２８千円） 

⑷ 子育て支援事業（７９千円） 

⑸ 福祉活動推進事業（５４，４９０千円） 

 

２ 高齢者居宅介護等事業（市受託事業）（１００千円） 

自立高齢者の在宅生活を援助するため、ホームヘルパー（生活管理指導

員）を派遣し、福祉の向上を図ります。 
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 ３ 日常生活自立支援事業（県社協受託事業）（７，５３４千円） 

判断能力が不十分な人が、自立した日常生活を送ることができるよう、

福祉サービスの利用援助や金銭管理等を行い、生活を支援します。 

 

４ ひとり親家庭等日常生活支援事業（市受託事業）（５６千円） 

   ひとり親家庭等を対象に、安心して子育てができるよう、保護者の病中・

病後等における子どもの保育、食事の世話、掃除等の生活支援を行います。 

 

５ ボランティアセンター活動事業 

ボランティア・市民活動への支援やボランティア養成、コーディネート

等を行います。 

また、様々な講座を実施し、ボランティア活動への参加促進やボランテ

ィア意識の高揚を図ります。 

⑴  手話講座事業（３５３千円） 

⑵  点訳ボランティア養成講座事業（１８７千円） 

⑶ 傾聴ボランティア養成講座事業（８５千円） 

⑷ 青少年ボランティア体験学習事業（１０７千円） 

⑸ ボラたま隊事業（４５千円） 

⑹ 児童向け福祉啓発読本発行事業（１６１千円） 

⑺ ボランティアセンター活動事業（１６，２５３千円） 

⑻ ボランティア連絡協議会助成金事業（３００千円） 

  

 ６ 貸付金事業 

   要援護世帯の自立の促進を図るため、民生委員の協力を得て、低所得世

帯等に対し生活福祉資金の貸付を行います。 

また、低所得世帯の生活の安定を図るため、生活費や医療費、緊急かつ

一時的に必要な資金の貸付を行います。 

さらに、コロナ特例貸付のフォローアップ支援として、生活に困難を抱

える借受人の生活再建、自立を支援するため、県社協及び関係機関と連携

しながら取り組みを進めていきます。 

⑴ 生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）（８，４１９千円） 

⑵ くらし資金貸付事業（県社協受託事業）（１００千円） 

⑶ 小口資金貸付事業（１，００８千円） 

 

７ 共同募金配分金事業 

共同募金配分金を財源として、福祉の向上を図るため、啓発活動を積極

的に行い、たすけあい意識の醸成を図るとともに、高齢者や障害者、児童、

ひとり親家庭等に様々な福祉サービスを提供します。また、福祉団体への

助成や各種の地域福祉活動を支援します。 

⑴  広報啓発事業（５１０千円） 

⑵ 高齢者福祉週間事業（３８１千円） 
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⑶ 認知症高齢者等地域生活支援事業（１０８千円） 

⑷ 老人クラブ連合会助成金事業（３６９千円） 

⑸ 会食・配食サービス活動助成金事業（４５３千円） 

⑹ 車イス貸出事業（３６１千円） 

⑺ 福祉車両貸出事業（１，２６７千円） 

⑻ あかいはね遊び場維持管理事業【１０か所分】（１，０３５千円） 

⑼ 児童養護施設体育大会開催費助成金事業（１０千円） 

⑽ おもちゃ図書館事業（４０千円） 

⑾ ふれあい活動備品貸出事業（２５０千円） 

⑿ 地域福祉活動備品等購入費用助成金事業（１１９千円） 

⒀ 地域福祉活動者研修事業（３５５千円） 

⒁ ふれあいサロン活動推進事業（１４９千円） 

⒂ ふれあい電話訪問事業（４０８千円） 

⒃ 「隣近所のふれあい」推進協働事業（１７１千円） 

⒄ 福祉教育事業（９８２千円） 

⒅ 民生委員児童委員協議会助成金事業（１，１００千円） 

⒆ 社会福祉施設協会助成金事業（１０千円） 

⒇ 地域ふれあい事業助成金事業（１５５千円） 

 地域福祉活動推進セミナー事業（１１４千円） 

 福祉出前講座事業（４３千円） 

 ふれ愛・みんなのフェスティバル助成金事業（１，２０１千円） 

 ともに生きるまちづくり応援費助成事業（３３６千円） 

 たすけあい援護費（１１０千円） 

 地域子育て相談事業（１９０千円） 

 地域活動支援事業（４７６千円） 

   障害者等福祉推進事業（１，６４７千円） 

 災害等対策事業（２０３千円） 

 緊急生活支援事業（９４千円） 

  フードバンク事業【新】（３００千円） 

 

８ 歳末たすけあい配分金事業（１，６２３千円） 

歳末募金を財源として、福祉の向上を図るため、高齢者・障害者等に対

するたすけあい事業として自主製作したカレンダー等の配付を行います。 

 

９ シルバーハウジングＬＳＡ事業（市受託事業）（８，４５４千円） 

県営牛久保住宅、県営稲荷北住宅、県営諏訪住宅、市営諏訪西住宅にラ

イフサポートアドバイザー（LSA）を配置し、シルバーハウジング入居高齢

者の安否確認等を行います。 
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１０ 老人福祉センター事業（市指定管理）（１１７，５４０千円） 

指定管理者としてふれあいセンターの管理・経営を行い、高齢者を始め

とする地域住民の福祉の向上を図るため、高齢者の健康増進や生きがいづ

くり、世代間交流の場を提供します。 

 

３ 障害者総合支援事業拠点区分 

１ 障害者居宅介護等事業（２９，６０８千円） 

  障害者総合支援法における指定障害福祉サービス事業所として、豊川市

社協ヘルパーステーションを運営し、障害者に対する居宅介護及び移動支

援等を行います。 

 

２ 相談支援事業（１６，０２８千円） 

障害者（児）又は、障害者（児）の介護を行う方へ必要な情報提供を行

うとともに、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が

自立した社会生活を営むことができるようにすることを目的に、社会福祉

会館において相談支援事業を行います。 

 

３ 障害者基幹相談支援センター事業（市受託事業）（４１，８２７千円） 

豊川市から基幹相談支援センター事業を受託し、障害者相談支援の中核

的な役割を担う機関として、障害者（児）とその家族に対し、総合的・専

門的な相談支援を実施するとともに、地域の相談支援体制の強化や地域移

行・地域定着の促進への取組みを実施します。 

また、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な

支援を行います。 

 

４ 障害者生活介護施設事業（市指定管理）（５１，８９５千円） 

指定管理者としてゆうあいの里南障害者生活介護施設「はなの和」の管

理・経営を行うとともに、常に介護を必要とする方に対し、入浴、排せつ、

食事の介助、創作的活動や生産活動の機会を提供するほか、身体機能や生

活能力向上のために必要な援助を行います。 

 

◆公益事業◆ 

１ 地域包括支援センター事業拠点区分 

１ 地域包括支援センター事業（市受託事業）  

豊川市から地域包括支援センター事業を受託し、高齢者が要介護状態等

になることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、

可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう包括

的な支援を行います。 

また、認知症地域支援推進員を配置し、認知症施策の推進を図るととも

に、困難事例から課題を抽出する地域ケア会議をすべての地域包括支援セ

ンターの圏域において開催します。 
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地域包括支援センターに生活支援コーディネーター兼コミュニティソー

シャルワーカーを配置し、一体的に地域福祉活動や要援護者を支援します。 

さらに、豊川市から重層的支援体制整備事業を受託し、属性や世代を問

わない福祉の包括的相談窓口として事業を実施します。 

 ⑴ 南部地域包括支援センター（１２９，９８３千円） 

  ⑵ 南部地域包括支援センター小坂井出張所（１６，８１２千円） 

  ⑶ 北部地域包括支援センター（５０，３４８千円） 

⑷ 北部地域包括支援センター代田出張所（１４，５８８千円） 

  ⑸ 北部地域包括支援センター金屋出張所（１４，７８４千円） 

  ⑹ 東部地域包括支援センター（７７，５３５千円） 

  ⑺ 東部地域包括支援センター一宮出張所（１７，８５０千円） 

  ⑻ 西部地域包括支援センター（６１，３００千円） 

⑼ 西部地域包括支援センター音羽出張所（１４，３２２千円） 

  ⑽ 西部地域包括支援センター御津出張所（１１，８３０千円） 

 

２ 成年後見支援センター事業拠点区分 

 １ 成年後見支援センター事業（市受託事業）（２５，５３６千円） 

豊川市から成年後見制度相談支援事業を受託し、成年後見制度や権利擁

護の普及啓発を行います。また、成年後見制度、権利擁護の相談や申立手

続きを支援するとともに、家庭裁判所の選任によって本会が成年後見人等

（成年後見人・保佐人・補助人）となり支援します。 

 

３ 施設管理拠点区分 

１ 社会福祉会館事業（市指定管理）（１６，２２４千円） 

   指定管理者として豊川市社会福祉会館の管理・経営を行い、障害者福祉

の増進を図るとともに、地域住民による福祉活動を促進します。 

 

２ 地域福祉センター事業（市指定管理） 

指定管理者として豊川市地域福祉センター（２か所）の管理・経営を行

い、地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ります。 

  ⑴ 東部地域福祉センター（５，１９７千円） 

  ⑵ 西部地域福祉センター（４，４０７千円） 

 

３ ボランティア・市民活動センター事業（市指定管理）（３，９８５千円） 

   指定管理者としてボランティア・市民活動センターウィズの管理・経営

を行い、ボランティア・市民活動を行う方の活動を支援します。 


